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（ 別 紙 ）

「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係省令の整備に関する省令案」について

平成１８年７月１４日

国 土 交 通 省

Ⅰ．改正の背景

「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律 （以下」

「 」 。） 、 。改正法 という が制定され 平成１８年５月３１日に公布されたところです

改正法第１条の都市計画法の一部改正により、都市計画の決定等の提案ができる団

体として「まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で

定める団体」が追加されたことから、これに伴い、都市計画法施行規則において所

要の改正を行うことを検討しています。

また、改正法第４条の新住宅市街地開発法の一部改正により、新住宅市街地開発

事業において造成された宅地の一部について当該宅地の譲渡に関する事業を信託会

社等に信託することが可能となったことから、これに伴い、新住宅市街地開発法施

行規則等において信託に関する基準等所要の改正を行うことを検討しています。

Ⅱ．改正の内容

１．都市計画法施行規則の一部改正

（１）まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体について

都市計画法（以下「法」という ）第２１条の２第２項の国土交通省令で定める。

団体は、以下に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

① 以下のいずれかに該当する団体であること。

・過去１０年間に法第２９条第１項の規定による許可を受けて開発行為（０.５

ヘクタール以上のものに限る ）を行った実績があること。。

・過去１０年間に法第２９条第１項第５号から第１０号までに掲げる開発行為

（０.５ヘクタール以上のものに限る ）を行った実績があること。。

② 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理

人を含む ）のうちに、以下のいずれにも該当する者がない団体であること。。

・成年被後見人又は被保佐人

・破産者で復権を得ないもの

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
こ

った日から２年を経過しない者

・法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
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７７号。同法第３１条第７項の規定を除く ）に違反し、又は刑法（明治４０。

年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の３、第

２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正

１５年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

（２）提案書に添える図書の追加について

法第２２条の２第３項の規定により計画提案を行う際に、提案書に添える図書に

「計画提案を行うことができる者であることを証する書類」を追加する。

（３）提案書及び図書とあわせて提出できる書面について

法第２２条の２第３項の規定により計画提案を行おうとする者は、事業を行う

ため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とす

る場合には、以下に掲げる事項を記載した書面を、提案書及び図書とあわせて都

道府県又は市町村に提出することができることとする。

① 当該事業の着手予定時期

② 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限

※当該期限は、計画提案に係る都市計画の内容に応じて、当該都市計画の決定

又は変更までに必要な期間として合理的なものでなければならない。

③ ②の期限を希望する理由

２．新住宅市街地開発法施行規則の一部改正

新住宅市街地開発法第２３条第２項に規定する国土交通省令で定める信託の基

準として、以下の事項を規定する。

・信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。

・信託契約において、借入金限度額、信託期間等を明示すること。

・信託報酬の支弁の方法が適切であること。

また、新住宅市街地開発法第２３条第２項の規定による信託契約の申込みをし

ようとする信託会社等は、信託の収支見積り等を記載した申請書を施行者に提出

しなければならないこととする。

Ⅲ．施行期日

平成１８年８月３０日

以上


